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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】粒度分布が狭く、分散性が高いペースト用銀粉
を、低コストで製造する銀粉の製造方法及び銀粉の製造
装置の提供。
【解決手段】銀塩と揮発性の錯体化剤を混合して生成し
た銀錯体を含む銀錯体溶液と、還元剤を含む還元剤溶液
とを混合し、前記銀錯体を還元して銀粉を得る銀粉の製
造方法であって、銀微粒子含有反応液が含まれる前記流
路内の酸化還元電位が銀／塩化銀電極基準で－３００ｍ
Ｖ以上であり、粒子成長工程Ｓ３において、受槽内では
、銀微粒子含有反応液を攪拌して銀錯体をさらに還元し
て銀微粒子を成長させた銀粒子を受槽液面に向かって流
動させ、受槽液面に位置する排気設備を用いて気化する
錯体化物質を排気することにより、銀微粒子含有反応液
が含まれる前記流路内における銀／塩化銀電極基準の酸
化還元電位よりも下げる銀粉の製造方法。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　銀塩と揮発性の錯体化剤を混合して生成した銀錯体を含む銀錯体溶液と、還元剤を含む
還元剤溶液とを混合し、前記銀錯体を還元して銀粉を得る銀粉の製造方法であって、
　前記銀錯体溶液と前記還元剤溶液とを定量的かつ連続的に流路内に供給混合して混合液
を得る混合液調整工程と、
　前記混合液中の前記銀錯体を還元して銀微粒子を生成させ、該銀微粒子を含む反応液を
生成する銀微粒子含有反応液生成工程と、
　前記銀微粒子を含む銀微粒子含有反応液を前記流路内下側方向に流送し、連続して受槽
内底部から受槽内に投入する銀微粒子含有反応液受槽投入工程と、
　前記受槽内で前記銀微粒子含有反応液を撹拌設備を用い撹拌流動し、前記銀微粒子含有
反応液中の銀錯体を還元して銀微粒子が成長した銀粒子を得る粒子成長工程と、
　前記粒子成長工程で得られた銀粒子を含む銀粒子スラリー得て、該銀粒子スラリーを前
記受槽から回収する銀粒子スラリー回収工程と、
　回収した銀粒子スラリーを固液分離、洗浄、乾燥して銀粉を得る銀粉製造後工程とを有
し、
　前記銀微粒子含有反応液が含まれる前記流路内の酸化還元電位が銀／塩化銀電極基準で
－３００ｍＶ以上であり、
　前記粒子成長工程において、前記受槽内では、前記銀微粒子含有反応液を攪拌して銀錯
体をさらに還元して銀微粒子が成長した銀粒子を前記受槽液面に向かって流動させ、前記
受槽の頂部に位置する排気設備を用いて気化する錯体化物質を排気することにより、銀粒
子スラリー回収工程で、前記受槽から前記銀粒子スラリーを回収する時の前記受槽液面で
の酸化還元電位を、前記銀微粒子含有反応液が含まれる前記流路内における銀／塩化銀電
極基準の酸化還元電位よりも下げることを特徴とする銀粉の製造方法。
【請求項２】
　前記受槽の底部を３０度以下の傾斜にし、前記攪拌設備の撹拌羽の設置高さが前記傾斜
の高さの範囲内であることを特徴とする請求項１に記載の銀粉の製造方法。
【請求項３】
　前記受槽から前記銀粒子スラリーを回収する時の前記受槽液面での酸化還元電位が銀／
塩化銀電極基準で－５００ｍＶ以下であることを特徴とする請求項１又は２に記載の銀粉
の製造方法。
【請求項４】
　前記受槽から前記銀粒子スラリーを回収する時の前記受槽液面での酸化還元電位が銀／
塩化銀電極基準で－５２０ｍＶ～－６２０ｍＶであることを特徴とする請求項１～３のい
ずれかに記載の銀粉の製造方法。
【請求項５】
　前記錯体化物質の添加量が銀１モルに対して２３モル以上７５モル以下である請求項１
～４のいずれかに記載の銀粉の製造方法。
【請求項６】
　前記揮発性の錯体化物質がアンモニアであることを特徴とする、請求項５に記載の銀粉
の製造方法。
【請求項７】
　前記還元剤がアスコルビン酸であることを特徴とする、請求項１～６のいずれかに記載
の銀粉の製造方法。
【請求項８】
　前記還元剤溶液がポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、変性シリコーンオイ
ル系界面活性剤、ポリエーテル系界面活性剤の少なくともいずれか１つ、または２つ以上
を組合せた分散剤を含むことを特徴とする、請求項１～７のいずれかに記載の銀粉の製造
方法。
【請求項９】
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　前記銀粉中の塩素濃度が塩素濃度が３０ｐｐｍ以下であることを特徴とする請求項１～
８のいずれかに記載の銀粉の製造方法。
【請求項１０】
　銀錯体溶液と還元剤溶液を一つの流路に送液する複数の供給管と、
　前記流路内に設けられ、前記送液された前記銀錯体溶液と前記還元剤溶液とを混合させ
る混合部と、
　前記流路内に設けられ、前記混合部から送液された前記銀錯体溶液と前記還元剤溶液と
を反応させる反応部と、
　前記反応部で反応させた銀微粒子を含む反応液を対流させる受槽と、
　前記受槽の底部側に配置され、前記銀微粒子を含む反応液を受槽液面に向かって移動さ
せる撹拌設備と、
　流動撹拌されながら滞留している前記銀微粒子を含む前記受槽内の反応液を前記受槽液
面から固液分離機構部に送液する排出機構と、
　前記受槽頂部に配置され、前記銀微粒子を含む反応液から発生した蒸発気体を排気する
排気機構とを備え、
　前記反応部の排出口は前記受槽の底部側に設けられ、
　前記受槽の底部が３０度以下の傾斜をもち、前記撹拌設備の撹拌羽の設置高さが前記傾
斜の高さの範囲内であることを特徴とする銀粉の製造装置。
【請求項１１】
　前記排気機構の排気出力を酸化還元電位の測定値に連動して調節する機構を備えること
を特徴とする請求項１０に記載の銀粉の製造装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、銀粉の製造方法、ならびにその製造に用いる製造装置に関するものであり、
更に詳しくは、電子機器の配線層や電極などの形成に利用される樹脂型銀ペーストや焼成
型銀ペーストの主たる成分となる銀粉の製造方法及び製造装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　電子機器の配線層や電極などの形成には、樹脂型、焼成型の銀ペーストが多用されてい
る。一般的な銀ペーストに使用される銀粉の粒径は０.１μｍから数μｍであり、形成す
る配線の太さや電極の厚さなどによって使用する銀粉の粒径を選択する。ペースト中に銀
粉を均一に分散させることで、均一な太さの配線あるいは均一な厚さの電極を形成するこ
とができる。
【０００３】
　銀ペースト用に使用される銀粉に求められる特性としては、用途及び使用条件により様
々であるが、一般的に重要と考えられるのは、粒径が均一で凝集が少なく、銀ペースト中
への分散性が高いことである。更に、銀ペースト用の銀粉に求められる事項として、製造
コストが低いことも重要である。
【０００４】
　上述した銀ペーストに使用される銀粉の製造では、硝酸銀などの銀塩のアンミン錯体を
含む溶液が入った槽内に還元剤溶液を投入して還元するバッチ式で行なわれることが多か
った。しかしながら、バッチ式では、還元剤が投入された位置で局部的に還元反応が始ま
り、還元剤の投入開始から終了までの間銀粒子の核が随時発生していくため、均一な粒径
の銀粉を得ることは難しく、また連続方式に比べると生産性にも劣る。
【０００５】
　例えば、特許文献１には、貴金属塩含有水溶液中に還元剤含有水溶液を加えて貴金属粉
末を還元析出させる方法であって、貴金属塩含有水溶液又は還元剤含有水溶液のどちらか
一方に予め分散剤を添加（以下「分散剤の第一添加」という）しておき、その後、貴金属
粉末の析出後で粒子の二次凝集が生じる前に、更に分散剤を添加（以下「分散剤の第二添
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加」という）し、更に、第二添加の際のガス発生物質の投入、スタティックミキサーの使
用、邪魔板等を導入し攪拌混合することを特徴とする、極めて粒度分布の幅の狭い球状の
単分散性貴金属粉末の製造方法が開示されている。更に、銀塩のアンミン錯体を含む溶液
と還元剤溶液を連続的に混合して還元する連続方式による粒度分布改善の試みも提案され
ているが、今日においては見かけの粒子径と実際の粒子径との差が２倍以上であり、不十
分と言える。
【０００６】
　特許文献２には、硝酸銀水溶液とアンモニア水とを混合して反応させ銀アンミン錯体水
溶液を得て、これに還元剤を添加することにより銀粒子を還元析出させ、濾過、洗浄、乾
燥させるという製造方法を基本として、銀アンミン錯体水溶液Ｓ１が一定の第一流路ａを
流れ、その第一流路ａの途中に合流する第二流路ｂを設け、この第二流路ｂを通じて有機
還元剤及び必要に応じて添加剤Ｓ２を流し、第一流路ａと第二流路ｂとの合流点ｍで接触
混合して還元析出させる、粉粒の凝集の少ない、単分散により近い分散性を備える微粒銀
粉製造方法が開示されている。
【０００７】
　この方法で得られる銀粉では、走査型電子顕微鏡像の画像解析により得られる一次粒子
の平均粒径ＤＩＡが０．６μｍ以下、結晶子径が１０ｎｍ以下であり、微細粒子である。
このため、導電性向上のために銀ペーストに通常混合される数μｍの粒径を持つ板状銀粉
と混合したときに分離しやすいため、一般的な銀ペーストの用途には不向きであり、用途
が限られたものとなってしまっていた。また、反応溶液中の銀濃度が１ｇ／ｌ～６ｇ／ｌ
と低く、生産性に優れた製造方法とは言い難かった。
【０００８】
　この課題に対して、特許文献３には、銀錯体を含む銀溶液と還元剤溶液をそれぞれ定量
的かつ連続的に流路内に供給し、銀溶液と還元剤溶液を流路内で混合してなる反応液中で
銀錯体を定量的かつ連続的に還元して銀粉を得る銀粉の製造方法において、前記銀溶液と
前記還元剤溶液を流路内で混合して得た反応液を該流路から、該反応液を滞留する受槽に
送り、該受槽内における滞留時間が還元反応が終了する時間以上となるように撹拌しなが
ら滞留させた後、固液分離することを特徴とする銀粉の製造方法が開示されている。
【０００９】
　また、特許文献４には、銀錯体を含む溶液に還元剤溶液を連続的に混合して還元する銀
粉の製造方法において、銀錯体を含む溶液と還元剤溶液を混合した反応液中の酸化還元電
位を制御することによって、核発生とその粒成長が一定に制御され、得られる銀粉の大き
さが揃った、粒度分布が狭い銀粉の製造方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】特開平０８－００３６０５号公報
【特許文献２】特開２００５－４８２３６号公報
【特許文献３】特開２０１５－０４５０６６号公報
【特許文献４】特開２０１５－０４５０６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　しかしながら、上記特許文献３，４は、反応部として、内径１２ｍｍ長さ１０ｍの軟質
塩化ビニル樹脂製チューブを用いているために、長時間の操業を行った場合に詰まり易い
という課題があり、また、受槽において６０分程度の保持時間を必要としているため、生
産効率が悪いという課題があった。
【００１２】
　本発明は、このような従来の事情に鑑み、平均粒径が０.３μｍから２μｍで粒度分布
が狭く、分散性が高い電子機器の配線層や電極などの形成に利用されるペースト用銀粉を
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、低コストで製造する銀粉の製造方法及び銀粉の製造装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の一態様は、銀塩と揮発性の錯体化剤を混合して生成した銀錯体を含む銀錯体溶
液と、還元剤を含む還元剤溶液とを混合し、前記銀錯体を還元して銀粉を得る銀粉の製造
方法であって、前記銀錯体溶液と前記還元剤溶液とを定量的かつ連続的に流路内に供給混
合して混合液を得る混合液調整工程と、前記混合液中の前記銀錯体を還元して銀微粒子を
生成させ、該銀微粒子を含む反応液を生成する銀微粒子含有反応液生成工程と、前記銀微
粒子を含む銀微粒子含有反応液を前記流路内下側方向に流送し、連続して受槽内底部から
受槽内に投入する銀微粒子含有反応液受槽投入工程と、前記受槽内で前記銀微粒子含有反
応液を撹拌設備を用い撹拌流動し、前記銀微粒子含有反応液中の銀錯体を還元して銀微粒
子が成長した銀粒子を得る粒子成長工程と、前記粒子成長工程で得られた銀粒子を含む銀
粒子スラリー得て、該銀粒子スラリーを前記受槽から回収する銀粒子スラリー回収工程と
、回収した銀粒子スラリーを固液分離、洗浄、乾燥して銀粉を得る銀粉製造後工程とを有
し、前記銀微粒子含有反応液が含まれる前記流路内の酸化還元電位が銀／塩化銀電極基準
で－３００ｍＶ以上であり、前記粒子成長工程において、前記受槽内では、前記銀微粒子
含有反応液を攪拌して銀錯体をさらに還元して銀微粒子が成長した銀粒子を前記受槽液面
に向かって流動させ、前記受槽の頂部に位置する排気設備を用いて気化する錯体化物質を
排気することにより、銀粒子スラリー回収工程で、前記受槽から前記銀粒子スラリーを回
収する時の前記受槽液面での酸化還元電位を、前記銀微粒子含有反応液が含まれる前記流
路内における銀／塩化銀電極基準の酸化還元電位よりも下げることを特徴とする。
【００１４】
　このようにすれば、平均粒径が０.３μｍから２μｍで粒度分布が狭く、分散性が高い
電子機器の配線層や電極などの形成に利用される樹脂型銀ペーストや焼成型銀ペーストな
どのペースト用銀粉を、低コストで製造することができる。
【００１５】
　このとき、本発明の一態様では、前記受槽の底部を３０度以下の傾斜にし、前記攪拌設
備の撹拌羽の設置高さが前記傾斜の高さの範囲内としてもよい。
【００１６】
　このようにすれば、横方向、下方向に発生した流れが当該傾斜した底面に当たり流れの
方向を変えることで、銀粉に対する浮力とすることができる。
【００１７】
　また、本発明の一態様では、前記受槽から前記銀粒子スラリーを回収する時の前記受槽
液面での酸化還元電位が銀／塩化銀電極基準で－５００ｍＶ以下としてもよい。
【００１８】
　このようにすれば、銀粒子スラリーとして回収されるまでに還元反応を安定して終了さ
せることができ、凝集を防止できる。
【００１９】
　また、本発明の一態様では、前記受槽から前記銀粒子スラリーを回収する時の前記受槽
液面での酸化還元電位が銀／塩化銀電極基準で－５２０ｍＶ～－６２０ｍＶとしてもよい
。
【００２０】
　このようにすれば、銀粉の形状の悪化を防止できる。
【００２１】
　また、本発明の一態様では、前記錯体化物質の添加量が銀１モルに対して２３モル以上
７５モル以下としてもよい。
【００２２】
　このようにすれば、銀塩が溶解した際の銀イオンに対するカウンターイオンが不純物と
して銀粉中に残留することも防止でき、また生産コストを抑制できる。
【００２３】
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　また、本発明の一態様では、前記揮発性の錯体化物質がアンモニアとしてもよい。
【００２４】
　このようにすれば、揮発後に析出して排気装置などを汚染することがなく、かつ比較的
高い安全性が得られる。
【００２５】
　また、本発明の一態様では、前記還元剤がアスコルビン酸としてもよい。
【００２６】
　このようにすれば、高い反応安定性が得られる。
【００２７】
　また、本発明の一態様では、前記還元剤溶液がポリビニルアルコール、ポリビニルピロ
リドン、変性シリコーンオイル系界面活性剤、ポリエーテル系界面活性剤の少なくともい
ずれか１つ、または２つ以上を組合せた分散剤を含むとしてもよい。
【００２８】
　このようにすれば、蒸発によって錯体化物質による分散性が減少しても銀粉の分散性を
向上させることができる。
【００２９】
　また、前記銀粉中の塩素濃度が３０ｐｐｍ以下としてもよい。
【００３０】
　このようにすれば、カウンターイオンである塩素の残留を防止できる。
【００３１】
　また、本発明の他の態様では、銀錯体溶液と還元剤溶液を一つの流路に送液する複数の
供給管と、前記流路内に設けられ、前記送液された前記銀錯体溶液と前記還元剤溶液とを
混合させる混合部と、前記流路内に設けられ、前記混合部から送液された前記銀錯体溶液
と前記還元剤溶液とを反応させる反応部と、前記反応部で反応させた銀微粒子を含む反応
液を対流させる受槽と、前記受槽の底部側に配置され、前記銀微粒子を含む反応液を受槽
液面に向かって移動させる撹拌設備と、流動撹拌されながら滞留している前記銀微粒子を
含む前記受槽内の反応液を前記受槽液面から固液分離機構部に送液する排出機構と、前記
受槽頂部に配置され、前記銀微粒子を含む反応液から発生した蒸発気体を排気する排気機
構とを備え、前記反応部の排出口は前記受槽の底部側に設けられ、前記受槽の底部が３０
度以下の傾斜をもち、前記撹拌設備の撹拌羽の設置高さが前記傾斜の高さの範囲内である
ことを特徴とする銀粉の製造装置である。
【００３２】
　このようにすれば、平均粒径が０.３μｍから２μｍで粒度分布が狭く、分散性が高い
電子機器の配線層や電極などの形成に利用される樹脂型銀ペーストや焼成型銀ペーストな
どのペースト用銀粉を、低コストで製造することができる。
【００３３】
　また、本発明の他の態様では、前記排気機構の排気出力を酸化還元電位の測定値に連動
して調節する機構を備えることとしてもよい。
【００３４】
　このようにすれば、一連の作業として銀粉を効率的に製造することができる。
【発明の効果】
【００３５】
　本発明によれば、電子機器の配線層や電極などの形成に利用される樹脂型銀ペーストや
焼成型銀ペーストなどのペースト用銀粉として好適な平均粒径が０．３μｍから２μｍで
粒度分布が狭く、分散性が高い銀粉を低コストで製造できる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】図１は、本発明の一実施形態に係る銀粉の製造方法の概略を示す工程図である。
【図２】図２は、本発明の一実施形態に係る銀粉の製造装置を模式的に示した図である。
【発明を実施するための形態】
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【００３７】
　以下、図面を参照して、本発明の好適な実施の形態について以下の順序に沿って詳細に
説明する。なお、以下に説明する本実施形態は、特許請求の範囲に記載された本発明の内
容を不当に限定するものではなく、本実施形態で説明される構成の全てが本発明の解決手
段として必須であるとは限らない。
１．銀粉の製造方法
　１－１．混合液調整工程
　１－２．銀微粒子含有反応液生成工程
　１－３．粒子成長工程
　１－４．銀粒子スラリー回収工程
　１－４．銀粉製造後工程
２．銀粉の製造装置
【００３８】
［１．銀粉の製造方法］
　図１は、本発明の一実施形態に係る銀粉の製造方法の概略を示す工程図である。本発明
の一実施形態に係る銀粉の製造方法は、混合液調整工程Ｓ１と、銀微粒子含有反応液生成
工程Ｓ２と、粒子成長工程Ｓ３と、銀粒子スラリー回収工程Ｓ４と、銀粉製造後工程Ｓ５
を有する。以下工程を追って説明する。
【００３９】
［１－１．混合液調整工程］
　本実施形態に係る混合液調整工程Ｓ１では、まず、銀塩と揮発性の錯体化物質とを混合
して生成した銀錯体を含む銀錯体溶液を得る。銀塩については特に限定されず、硝酸銀、
炭酸銀、硫酸銀、酢酸銀、塩化銀など公知のものが使用できる。
【００４０】
　錯体化物質としては一般的には、アンモニア、シアン化物、ハロゲン、チオ硫酸、チオ
シアン酸、エチレンジアミン四酢酸、などが用いられているが、本発明においては揮発性
の高いものであれば、特に限定されない。ヨウ素―ヨウ化カリウム水溶液のような昇華性
の物質も好適に用いられるが、揮発後に析出して排気装置などを汚染することがなく、か
つ比較的安全性が高いアンモニア水等を使用することが好ましい。
【００４１】
　銀塩、錯体化物質のいずれも工業的に用いられるものが使用できるが、高純度のものが
好ましい。水に対する溶解度の高い銀塩を用いた場合には、水に溶解した時点で水分子と
の錯体を形成しており、その水分子を上記錯体化物質で置換することとなるが、この場合
には上記錯体化物質が水分子と完全に置換している必要はない。
【００４２】
　錯体化物質の添加量は、製造工程において避けられない感光による還元や、ガラスやビ
ニールホース等、製造時に接触することが避けられない物質による還元を防止するために
、銀イオンを十分安定化できる量とすることが好ましい。通常、この量は銀イオンに対し
て２化学当量程度とされる。
【００４３】
　水に対する溶解度の低い銀塩を錯体化物質に混合し、溶解する方法としては、銀塩の水
系スラリーに錯体化物質を添加する方法もあるが、銀錯体を含む銀錯体溶液の濃度を高め
て生産性を上げるために、錯体化物質の水溶液に直接銀塩を投入、溶解して銀錯体を含む
銀錯体溶液とすることが好ましい。
【００４４】
　水に対する溶解度の高い銀塩を用いる場合には、水に銀塩を高濃度で溶解した後、銀を
錯体化するために最低限必要な量の錯体化物質を添加することが好ましい。
【００４５】
　本発明の一実施形態に係る銀粉の製造方法では後述するように、当該揮発性の高い錯体
化物質を揮発させることで還元速度を調整する。更に混合部では銀の還元反応をできる限
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り抑えることで均一な核発生をさせつつ、銀の混合反応管壁面への析出を抑えることが重
要であることから、錯体化物質の濃度は高いことが好ましい。
【００４６】
　また、上記揮発性錯体化物質の添加量は、銀塩１モルに対して２３モル以上であること
が好ましい。この量とすることにより上述した錯体化物質を揮発させて還元速度を調整す
ることが容易となるだけでなく、銀塩が溶解した際の銀イオンに対するカウンターイオン
が不純物として銀粉中に残留することも防止できる。
【００４７】
　また、上記揮発性錯体化物質の添加量は７５モル以下であることが好ましい。７５モル
を超えると、還元速度を調整するために揮発させなければならない錯体化物質の量が徒に
増大し、生産コストが増大するからである。
【００４８】
　特に銀塩として塩化銀をもちいる場合には、カウンターイオンである塩素の残留が懸念
されるが、上記揮発性錯体化物質の添加量を上記範囲とすることにより、銀粉中の塩素濃
度を３０ｐｐｍ以下に抑えることが可能となる。
【００４９】
　本実施形態に係る混合液調整工程Ｓ１では、次に、還元剤を水に溶解、あるいは希釈し
、還元剤溶液を製造する。還元剤は、工業的に用いられるものであればよく、特に限定さ
れない。例えば、金属元素を含む還元剤としては、アルカリ金属や亜鉛などの金属単体、
金属のアマルガム、ホウ素やアルミニウムなどの水素化物、低酸化状態の金属塩が挙げら
れる。
【００５０】
　金属元素を含まない還元剤としては、硫化物、チオ硫酸塩、シュウ酸、ギ酸、アルデヒ
ド、アルコール、糖類などが挙げられる。本実施形態に用いる還元剤としては、これら公
知のものが使用できるが、不純物の混入を避けるためには、金属元素を含まない還元剤を
用いることが好ましい。
【００５１】
　また、ある程度安定した反応性をもち、かつ銀を速やかに還元できる還元剤としては、
ヒドラジン、ホルマリン、アスコルビン酸などが挙げられるが、反応の安定性の観点から
、特にアスコルビン酸を用いることが好ましい。還元剤の添加量は、銀に対して化学当量
で１．２以上とすればよく、コストの面から、１．６以下であることが好ましい
【００５２】
　本実施形態に係る混合液調整工程Ｓ１では、次に、銀錯体を含む銀錯体溶液と還元剤溶
液とをそれぞれ定量的かつ連続的に供給し、混合する。以下図２を用いながら説明する。
【００５３】
　図２は、本発明の一実施形態に係る銀粉の製造装置を模式的に示した図である。図２に
示す装置によれば、銀錯体を含む銀錯体溶液をポンプ３０により、還元剤溶液をポンプ２
０によって、それぞれ定量的かつ連続的に供給管１１、１２に供給し、上記供給管が合流
する部分を始点とし、受槽４０内の底部の排出口１５ａを終点とする流路１４に送液する
。流路１４は、送液された銀錯体を含む銀錯体溶液と還元剤溶液とを混合させて混合液と
する混合部１３と、混合部１３で得られた混合液中の上記銀錯体を還元させて銀微粒子を
生成し、銀微粒子を含む反応液を得る反応部１５から構成される。
【００５４】
　上記混合部１３においては、銀錯体を含む銀錯体溶液と還元剤溶液と混合させた混合液
中の銀濃度を２５～５０ｇ／Ｌの範囲で調整することが好ましい。これにより、粒度分布
がより狭い銀粉を高い生産性で製造することが可能となる。
【００５５】
　上記銀錯体を含む銀錯体溶液と還元剤溶液を供給管１１、１２に供給する手段としては
、図２に示すように、ポンプ２０、３０を使用することが好ましく、脈動の小さい定量ポ
ンプが望ましい。また、ポンプの流量は、インバータ制御で可変なものが望ましく、銀錯
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体を含む銀錯体溶液と還元剤溶液のそれぞれの流量が一定となるように調整してその混合
比を制御することが好ましい。還元反応時の銀錯体の濃度と還元剤の濃度が一定に保たれ
ることで、核発生の速度とその濃度が一定となり、さらに粒成長速度も一定となるため、
得られる銀微粒子の粒度分布を狭くすることができる。
【００５６】
　尚、ポンプを使用せず、高所に銀錯体を含む銀錯体溶液と還元剤溶液を保持しておき、
落差などを利用して供給管１１、１２に供給しても良い。また、図２では、銀錯体を含む
銀錯体溶液と還元剤溶液をそれぞれ供給管１１、１２に供給しているが、後述する酸化還
元電位を調整するため、あるいは銀微粒子スラリーの濃度調整のため等、各種の溶液を供
給するために、供給管を３本以上としても良い。流路１４の混合部１３内で混合する方法
としては、上記したように供給管を合流させる部位をＹ字状にして、直管である混合部内
で混合する方法がある。その他、上記供給管を合流させる部位を同芯管状にして合流させ
、混合も同時に行う方法、あるいは供給管を合流させる部位の後の混合部内部にスタティ
ックミキサーなどを用いて混合を早める方法等を用いることが好ましい。
【００５７】
　本実施形態においては、銀粉の均一性及び生産性向上のために、後述の粒子成長工程に
おいて、錯体化物質を蒸発させることが必要である。通常使用される錯体化物質には、分
散性向上の効果があるものがあるが、この蒸発によって錯体化物質による分散性が得られ
なくなる場合があるため、銀粉の分散性向上のために、上記銀錯体を含む銀錯体溶液、あ
るいは還元剤溶液に分散剤を添加することが好ましい。
【００５８】
　分散剤としては、無機分散剤や水溶性高分子など、公知のものが好適に用いられる。無
機分散剤としては、ポリリン酸マグネシウム、ヘキサメタリン酸ナトリウム、炭酸バリウ
ムなどがあげられる。水溶性高分子としては、特に限定されないが、ポリエチレングリコ
ール、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、ゼラチン等の少なくとも１種であ
ることが好ましく、ポリエチレングリコール、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリ
ドンの少なくとも１種であることがより好ましい。
【００５９】
［１－２．銀微粒子含有反応液生成工程］
　本実施形態に係る銀微粒子含有反応液生成工程Ｓ２では、流路１４の後部の反応部１５
において、流路１４の前部の混合部１３で生成された銀錯体を含む銀錯体溶液と還元剤溶
液との混合液中で、上記銀錯体を還元させて銀微粒子を生成し、当該銀微粒子を含む反応
液を得る。
【００６０】
　また、上記銀の還元反応時の反応液の温度は、銀塩の十分な溶解度と、安定した揮発性
が得られることから、２５～４０℃とすることが好ましい。特に揮発性錯体化剤としてア
ンモニアを用いた場合、２５℃未満では、銀塩のアンモニア水に対する溶解度が小さくな
り、反応液中の銀濃度を高められないことにより所望の粒径が得られない可能性がある。
一方、４０℃を超えると、アンモニアの揮発が激しくなり、溶解度が低下して核発生速度
が大きくなり粒径が変動する可能性があり、さらに銀塩の析出が起きることがある。
【００６１】
　混合部１３は、上述したような混合を早める機構を持つことが好ましいが、そうした場
合、混合液中では速やかに銀微粒子が生成し、銀微粒子含有反応液となるため、当該銀微
粒子の混合反応管壁面への析出を抑えるために速やかに、受槽内に排出することが好まし
い。具体的には、混合液生成後１５秒以内に反応部１５を経由して受槽に排出されること
が好ましい。
【００６２】
　また、流路１４から受槽４０への反応部の排出口１５ａは受槽内の底部４０ｂに配置さ
れていることが必要である。更に、銀微粒子含有反応液が含まれる上記流路１４内の反応
部１５の何れかで、反応液の酸化還元電位を測定することが必要である。このとき酸化還
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元電位（銀／塩化銀電極基準）は－３００ｍＶ以上である。上記の酸化還元電位（銀／塩
化銀電極基準）が－３００ｍＶ未満である場合には、還元反応が進みすぎており、得られ
た銀粉が凝集している可能性、更には混合反応管が詰まる可能性もある為、酸化還元電位
（銀／塩化銀電極基準）が－３００ｍＶ未満とならないよう、流路１４内の送液速度を調
整する必要がある。もし当該酸化還元電位が－３００ｍＶを下回りそうになった場合には
、銀錯体を含む銀錯体溶液及び還元剤溶液の２液の送液速度を速めればよい。その際、上
記２液の供給速度の比率が変わらないように注意する必要がある。
【００６３】
　上記の酸化還元電位測定箇所は、反応部の中でも受槽の底部に近いほど好ましく、反応
部の排出口１５ａで測定することがもっとも好ましい。但し、測定器が反応液に埋没する
こと等から、受槽の底部４０ｂで酸化還元電位を測定することが難しい場合には、流路１
４を構成する送液管の反応部１５に、酸化還元電位を測定するための穴を形成するか、あ
るいは隙間を設けて、そこで酸化還元電位を測定することも出来る。いずれの場合におい
ても、上記反応液が漏れないようにすることが好ましい。
【００６４】
　いずれの方法で測定する場合においても、測定に用いる酸化還元電位計の電極は、銀粉
製造装置に固定しても良いが、ハンディータイプのものを用いて適時測定を行っても良い
。
【００６５】
　本実施形態において、銀粉の製造に用いる銀塩、錯体化物質、還元剤など、還元に必要
な時間にかかわる種々の条件や、送液速度によって、流路１４内において、銀錯体を含む
銀錯体溶液と還元剤溶液とを混合させた混合液内で、銀微粒子の発生する位置、すなわち
反応開始の位置が変化しうる。
【００６６】
　本実施形態においては、流路１４における、混合部１３及び反応部１５の識別は、一例
として、上記銀錯体を含む銀錯体溶液と還元剤溶液が合流した後、反応がほとんど起きて
いない混合液の状態であれば目視で透明であるので、上記流路１４内を目視できるように
した時に透明な領域を混合部１３とし、反応が始まり銀微粒子の発生により目視で黒色、
あるいは茶色等に着色し透明度が落ちてきたと判断される領域以降を反応部１５と識別す
ることができる。
【００６７】
［１－３．粒子成長工程］
　本実施形態に係る粒子成長工程Ｓ３では、受槽４０内の底部４０ｂに配置された反応部
の排出口１５ａより排出された銀微粒子含有反応液を、受槽４０内に配置された撹拌設備
４５を用いて流動させ、還元反応を終了させる。
【００６８】
　具体的には、受槽４０内の底部４０ｂに配置された反応部の排出口１５ａより排出され
た反応液中の銀微粒子を、徐々に受槽液面４２に向かって移動するように撹拌する。後述
するように、本実施形態においては上記受槽頂部に設けた排気機構６０により錯体化物質
を揮発させることで、受槽４０内の反応液の深さ方向に酸化還元電位の勾配を設ける。そ
れにより反応液中の銀微粒子が液面に向かって移動する過程で還元反応が進行し、当該銀
微粒子が受槽液面４２付近まで移動した時点で、還元反応が終了して銀粒子とすることが
できる。このため、上記銀微粒子含有反応液が受槽の底部４０ｂより投入され、定常的な
流れで上記銀微粒子が受槽液面４２に向かって移動すること、及び酸化還元電位の勾配を
制御するための錯体化物質の排気が必要となる。
【００６９】
　本実施形態においては、受槽４０内の反応液の還元に伴って当該反応液中の銀微粒子が
成長し銀粒子となるが、上記のような定常的な流れを形成する攪拌設備４５がなく、銀微
粒子が安定的に液面に向かって移動しない場合には、成長した銀微粒子と未成長の銀微粒
子が混合されることで更に成長し、粒度分布が広くなる可能性がある。また、排出が遅く
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なることで生産性も低下する。
【００７０】
　したがって、本実施形態に用いる受槽４０の構造は、図２に示すように、受槽の底部４
０ｂが底部中央に向かって傾斜し、更に上記撹拌設備４５の撹拌羽の設置高さが受槽の底
部４０ｂの傾斜の高さの範囲内となることが好ましい。
【００７１】
　撹拌設備４５の攪拌羽が回転すると、一般的に上方向、横方向、下方向に流れが発生す
るが、上記条件を満たすように設置することで、横方向、下方向に発生した流れが上記の
傾斜した底面に当たり流れの方向を変えることで、銀粉に対する浮力とすることができる
。
【００７２】
　しかし、浮力が強すぎ、受槽液面４２に向かって移動した銀微粒子が液面に露出するよ
うになると、銀粉表面に錯体化剤が存在しない状態となることから、カウンターイオンが
吸着しやすくなる。特に銀塩として塩化銀を使用している場合には塩素が銀粉中に残存す
る原因となるため、好ましくない。
【００７３】
　従って、上記受槽の底部４０ｂの傾斜は水平方向から３０度以下であることが好ましく
、定常的に銀微粒子を液面に向かって移動させつつ、還元反応を進ませる流れが維持でき
るよう、攪拌羽の形状や回転数を適宜調整することが好ましい。尚、この流れは、上記の
銀微粒子が１分程度の時間をかけて徐々に液面に向かって移動するような流れであること
が好ましい。このような流れとすることで、銀の還元速度が速すぎることで、銀粒子の形
状が歪になることを防止でき、また反応のための保持時間を取りすぎることによるコスト
増も防止できる。
【００７４】
　更に、粒子成長工程Ｓ３においては、上述したように受槽の上で排気を行うことによっ
て、揮発性錯体を蒸発させることが必要である。排気の目的は、受槽液面４２付近の酸化
還元電位を制御して、受槽４０中の深さ方向に反応液の酸化還元電位の勾配を作るためで
あり、液面付近での酸化還元電位の測定値に応じて排気の強さを制御することが重要であ
る。更に上記排気の制御をより適切におこなうために、排気機構６０を受槽４０の頂部に
設け、排気は受槽の頂上で行うことが好ましい。
【００７５】
　更に、本実施形態においては、受槽液面４２において酸化還元電位を測定し、上記送液
管の反応部１５での酸化還元電位の測定値との差から、濃度勾配を確認しつつ、当該酸化
還元電位が後述する範囲内となるように、排気機構６０の排気量を適宜調整することが必
要である。
【００７６】
　具体的には、受槽液面４２における酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）が－５００ｍ
Ｖ以下、より、好ましくは－５２０ｍＶ以下であれば、銀粒子スラリーとして回収される
までに還元反応を安定して終了させることができ、凝集を防止できるが、－６２０ｍＶ以
下となった場合には、還元速度の速度が速すぎ、銀粒子の形状の悪化を招く可能性がある
ため、避けることが好ましい。
【００７７】
　従来も、揮発性錯体の排気や受槽中の還元反応によって、酸化還元電位の変化は起こっ
ていたが、槽内を均一化する攪拌や混合を行っていたため、酸化還元電位の変化が遅く、
還元反応に時間がかかり、コスト増の原因となっていた。
【００７８】
　本実施形態では、酸化還元電位の勾配中を上記銀微粒子が移動することにより、還元反
応が進むことで速やかに、成長した銀粒子を得ることができる。なお、受槽４０には、液
を深さ方向に均一化するような邪魔板などは設けないことが好ましい。上記酸化還元電位
の勾配を定常的に作ることが難しくなり、効果が得られなくなる可能性があるためである
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。
【００７９】
［１－４．銀粒子スラリー回収工程］
　本実施形態に係る銀粒子スラリー回収工程Ｓ４では、粒子成長工程Ｓ３で得られた、流
動撹拌されながら滞留している銀粒子を含む銀粒子スラリーを受槽４０の受槽液面４２か
ら固液分離機構部９０に送液する排出機構５０を用い、固液分離機構部９０に送液する。
回収にはポンプなどを用いることが好ましいが、オーバーフロー方式など、公知の方法を
用いることもでき、特に限定されない。
【００８０】
　銀粒子スラリー回収工程Ｓ４では、銀微粒子が受槽液面４２付近まで流動してきた時点
で、反応液の還元反応は終了しているが、揮発性錯体は反応液中に存在しており、揮発性
錯体が送液中に蒸発し、酸化還元電位が－６２０ｍＶを下回ることを抑え、また、人体へ
の暴露を防ぐために、銀粒子スラリーは配管等の内部を送液することが好ましい。
【００８１】
［１－５．銀粉製造後工程］
　本実施形態に係る銀粉製造後工程Ｓ５では、回収した銀粒子スラリーを固液分離し、洗
浄、乾燥して銀粉を得る。固液分離に用いる装置は特に限定されず、通常用いられる遠心
分離機、吸引濾過機、フィルタープレス等を使用できる。
【００８２】
　本実施形態に係る銀粉製造後工程Ｓ５では、銀粒子スラリーの固液分離後に、銀粒子を
洗浄する。銀粒子の表面には、水溶性高分子や還元剤等、不要な物質が付着している。銀
ペーストを用いて配線層や電極を形成した場合に、上記物質が残留して導電性を低下させ
ないよう、銀粒子を洗浄することが好ましい。
【００８３】
　なお、銀粒子とペーストとのなじみを改善するため、更には銀の粒子表面を構造的に安
定させて、銀の粒子同士が接触した際の金属結合を防止するために、上記銀粒子スラリー
、あるいは洗浄液に表面処理剤を添加し、銀粒子の表面処理を行うことが好ましい。表面
処理剤としては、例えば脂肪酸、有機金属、ゼラチン等の保護コロイドを用いることがで
きる。脂肪酸はエマルジョンとして添加してもよい。
【００８４】
　本実施形態に係る銀粉製造後工程Ｓ５では、上記洗浄後に固液分離し、得られた銀の殿
物を乾燥する。固液分離は、濾過や遠心機を用いることができるが、連続的に送液して固
液分離する場合はフィルタープレスを用いることが好ましい。また、洗浄方法としては、
特に限定されるものではないが、例えば、銀粒子を水に投入し、撹拌機又は超音波洗浄器
を使用して撹拌した後、固液分離して銀粉を回収する方法を用いることができる。この方
法において、銀粒子の水への投入、撹拌洗浄及び固液分離からなる操作を、数回繰返して
行うことが好ましい。また、洗浄に用いる水は、銀粉に対して有害な不純物元素を含有し
ていない水を使用し、特に純水を使用することが好ましい。
【００８５】
　乾燥方法としては、一般的に公知の方法を用いることができる。例えば、固液分離した
銀粒子をステンレスパッド上に置き、大気オーブン又は真空乾燥機等、市販の乾燥装置を
用いて、４０～８０℃の温度で加熱保持すればよい。
【００８６】
　本実施形態に係る銀粉の製造方法では、得られた銀粉に対して、解砕処理を行うことが
できる。乾燥後の銀粒子は、容易に手でほぐれる程度ではあるが、凝集しているために、
ペーストにする際に、溶剤や樹脂との混合に余分な手間がかかることから、解砕すること
が好ましい。解砕に用いる装置としては、特に限定されるものではないが、銀粉へのダメ
ージが少ない、ジェットミル、高速撹拌機等の解砕力が弱い装置を用いることが好ましく
、解砕の部分的なバラツキを抑えるために特に真空減圧雰囲気で解砕できるものが、さら
に好ましい。
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【００８７】
［２．銀粉の製造装置］
　図２は、本発明の一実施形態に係る銀粉の製造装置を模式的に示した図である。本発明
の一実施形態に係る銀粉の製造装置１００は、本発明の一実施形態に係る銀粉の製造方法
に用いられる。以下、図２を用いて詳しく説明する。
【００８８】
　本発明の一実施形態に係る銀粉の製造装置１００は、銀錯体溶液と還元剤溶液を一つの
流路１４に送液する複数の供給管１１、１２と、上記流路１４内に設けられ、上記送液さ
れた上記銀錯体溶液と上記還元剤溶液とを混合させる混合部１３と、上記流路１４内に設
けられ、上記混合部１３から送液された上記銀錯体溶液と上記還元剤溶液とを反応させる
反応部１５と、上記反応部１５で反応させた銀微粒子を含む反応液を対流させる受槽４０
と、上記受槽４０の底部側に配置され、上記銀微粒子を含む反応液を受槽液面４２に向か
って移動させる撹拌設備４５と、流動撹拌されながら滞留している上記銀微粒子を含む上
記受槽４０内の反応液を上記受槽液面４２から固液分離機構部９０に送液する排出機構５
０と、上記受槽頂部に配置され、上記銀微粒子を含む反応液から発生した蒸発気体を排気
する排気機構６０とを備え、上記反応部の排出口１５ａは上記受槽内の底部４０ｂに設け
られ、上記受槽の底部が３０度以下の傾斜をもち、上記撹拌設備の撹拌羽の設置高さが上
記傾斜の高さの範囲内であることを特徴とする。
【００８９】
　供給管１１、１２は、銀錯体を含む銀錯体溶液と還元剤溶液を送液するためのものであ
り、材質は銀錯体や還元剤と反応しないものであればよく、塩化ビニルやポリプロピレン
、ポリエチレンなどから選択できる。上記したように、図２の本発明の一実施形態に係る
銀粉の製造装置１００においては、銀錯体を含む銀錯体溶液と還元剤溶液をそれぞれの供
給管１１、１２に供給しており、計２本となっているが、酸化還元電位を調整するため、
あるいは銀微粒子スラリーの濃度調整のため等、各種の溶液を供給するために、供給管を
３本以上としても良い。
【００９０】
　上記混合部１３は、銀錯体を含む銀錯体溶液と還元剤溶液を、例えばポンプ等によって
それぞれ定量的かつ連続的に供給される供給管１１、１２が合流する部分を始点とし、受
槽４０内底部４０ｂの反応部の排出口１５ａを終点とする、流路１４の前部であり、銀錯
体を含む銀錯体溶液と還元剤溶液とを混合させる部位である。
【００９１】
　図２では、一般的なＹ字管を示しているが、混合を促進する機構として、スタティック
ミキサーや同芯管などを用いることもできるが、特に混合を促進する機構を有していなく
ともよい。混合部１３の材質は、銀錯体を含む銀錯体溶液や還元剤溶液と反応しないこと
と、還元反応後の銀が付着しないことが重要であり、ガラスが好ましい。
【００９２】
　また、反応部１５は、流路１４の後部であり、混合部１３で生成された銀錯体を含む銀
錯体溶液と還元剤溶液との混合液中で、上記銀錯体を還元させて銀微粒子を生成し、当該
銀微粒子を含む反応液を得る部位である。
【００９３】
　上述したように、混合部１３内で銀溶液と還元剤溶液とが混合されてから反応部１５内
で反応液となり、その反応部１５内を流下して反応部の排出口１５ａから受槽の底部４０
ｂに排出されるに至るまでの時間（流下時間）が１５秒以下となるような流路長となるよ
うに上記混合反応管を構成することが好ましい。更に、混合部１３、反応部１５は、詰ま
りにくくするために、直線的構成とすることが好ましく、液面に対し垂直に配置されてい
ることがさらに好ましい。
【００９４】
　本発明の一実施形態に係る銀粉の製造装置１００においては、図２に示すように、混合
部１３と反応部１５を有する流路１４を直線的構成としているが、反応液を受槽４０に流
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下させることが難しい場合には、流路１４を軟質チューブ等の管状物で構成し、受槽内の
底部４０ｂに排出口を配置させるように接続して送液する機構としてもよい。また、流路
１４を構成する送液管の反応部１５に、酸化還元電位測定のための穴や隙間を設けてもよ
い。
【００９５】
　供給管１１、１２に銀錯体を含む銀錯体溶液と還元剤溶液を供給する機構としては、一
般的な定量ポンプを用いることができ、図２にはそれぞれ定量ポンプ２０、３０を示して
ある。ポンプを使用する際には定量的かつ連続的に供給できるよう、脈動の小さいものを
用いることが好ましいが、落差を利用するなど、他の機構等を利用してもよく、特にポン
プに限定されない。
【００９６】
　受槽４０は、反応部の排出口１５ａから排出された反応液を攪拌するために、例えば攪
拌機等の攪拌設備４５を備える。上述したように、受槽内の反応液に、排気機構６０によ
って上記揮発性錯体化剤の濃度勾配を設ける必要があることから、攪拌設備４５は水平方
向の攪拌力は大きく、深さ方向の攪拌能力は小さいことが好ましい。
【００９７】
　また、受槽４０の構造は、図２に示すように、受槽の底部４０ｂが傾斜し、更に攪拌設
備４５の攪拌羽の設置高さが上記傾斜の高さの範囲内となることが好ましい。また、上記
底面の傾斜は水平方向から３０度以下であることが好ましい。尚、この角度は、当該底面
の傾斜を直線とみなした場合であり、底面が湾曲している場合、段差が設けられている場
合であっても、底面とみなせる範囲の高さ方向及び径方向の長さの平均値をもって、この
角度とみなすことができる。
【００９８】
　受槽４０の容積は、反応時間に流入する反応液の流量、すなわち銀溶液の流量と還元剤
溶液の流量の和に、還元反応が終了する時間を乗じた液量以上であることが必要である。
しかし、排気量が比較的大きい排気装置を設置した場合には、反応時間は１分程度とする
ことが出来、本実施形態に係る受槽４０は従来に比べ、格段に小さいものでも十分である
。
【００９９】
　受槽４０の材質については、特に限定されるものではないが、洗浄の容易さなどを考慮
し、受槽４０内部はテフロン（登録商標）コートなどの処理を施されたものであることが
好ましい。
【０１００】
　本発明の一実施形態に係る銀粉の製造装置１００においては、受槽４０の受槽液面４２
から固液分離機構部９０に送液する排出機構５０をもつ。受槽４０で得られた銀粒子を含
む銀粒子スラリーを受槽４０から回収し、送液できる機構であればよく、図２に示すよう
に、ポンプなどを用いることが好ましいが、オーバーフローなどの方式によるものであっ
てもよい。
【０１０１】
　排気装置６０は、受槽より頂部に配置され、上記錯体化物質を排気し、受槽４０内の反
応液に濃度勾配を連続して設けることが重要である。従って、十分な排気能力を備えてい
るものである必要があり、その設置場所は受槽４０の直頂部であることが特に好ましい。
【０１０２】
　更に、本発明においては、受槽液面４２において酸化還元電位を測定し、上記流路内反
応部での酸化還元電位の測定値との差から、濃度勾配を確認しつつ、当該酸化還元電位が
後述する範囲内となるように、排気機構６０の排気量を適宜調整することが必要である。
【０１０３】
　酸化還元電位を測定しつつ、適宜手動で当該排気量を調整しても良いが、自動で酸化還
元測定装置８０の測定値を読み込み、自動で排気出力を調整する調整機構７０を組み込む
ことが好ましい。その際は、シーケンサー等を利用して、排気量の変動を最小限度に抑え
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つつ適度に排気出力の増減をコントロールできる機構とすることが好ましい。更には、一
定の酸化還元電位を設定し、受槽液面４２における酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）
がその値となるよう排気出力を自動調整する機構とすることが好ましい。ここで排気出力
、とは排気設備のファン等に印加される電流と電圧の積とすることができる。
【０１０４】
　酸化還元電位の測定値については、受槽液面４２における酸化還元電位（銀／塩化銀電
極基準）が－５００ｍＶ以下、より、好ましくは－５２０ｍＶ以下に調整することが好ま
しく、－６２０ｍＶ以上であることが好ましい。従って、当該測定値が上昇し、－５２０
ｍＶ、あるいは－５００ｍＶに近づいた場合には排気を強め、測定値が低下し－６２０ｍ
Ｖに近づいた場合には、排気を弱めるよう、調整すればよい。受槽液面４２における酸化
還元電位（銀／塩化銀電極基準）の測定は、排出機構５０の近傍で行うことが好ましい。
電極は装置に固定しても良いが、ハンディータイプのものを用いて適時測定を行っても良
い。
【０１０５】
　以上のような本発明の一実施形態に係る銀粉の製造装置１００を用いれば、流路１４の
反応部１５から受槽４０中に排出された反応液中の銀微粒子に対して、排気機構６０によ
る揮発性の錯体化物質の排気により反応液中に錯体化物質の濃度勾配を設けつつ、攪拌設
備４５により銀微粒子を流動させ、移動させることにより、反応液中の銀錯体を速やかに
還元し、排出機構５０により、銀粒子を回収することが出来る。
【０１０６】
　従って、平均粒径が０．１μｍから数μｍで一次粒子の粒度分布が狭く、分散性が高い
銀粉を生産性が高く低コストで製造することができる。
【実施例】
【０１０７】
　次に、本発明の一実施形態に係る銀粉の製造方法及び銀粉の製造装置について実施例に
より詳しく説明する。なお、本発明は、これらの実施例に限定されるものではない。
【０１０８】
［実施例１］
　使用した装置の概略は図２に示すとおりであり、受槽４０は内径８００ｍｍで、上端か
ら１５０ｍｍに液面があるときの液量が５０Ｌである、外部がステンレス製で内表面にテ
フロン（登録商標）コートしたものを使用し、ヒーターにより内部を３６℃に保つように
した。また、流路１４の混合部１３及び反応部１５は以下のようにした。
【０１０９】
　混合部１３については、図２に示すように銀錯体を含む銀錯体溶液の供給管１１と還元
剤溶液の供給管１２の結合部から混合部１３までをガラス製のＹ字管とし、混合部１３の
内部にはスタティックミキサーを挿入した。また、反応部１５は図２のように直線状に設
置した１ｍのビニールホースとした。
【０１１０】
［混合液調整工程］
　銀錯体を含む銀錯体溶液：
銀塩：塩化銀９０．００ｋｇ（住友金属鉱山（株）製、純度９９.９９９９％、水分率１
５．０１％）
錯体化溶液：２５％アンモニア水
を３６℃に保持しながら攪拌混合し、溶解して銀錯体を含む銀錯体溶液１０８０Ｌを作製
した。（銀に対して３０モル）
還元剤溶液：
還元剤：アスコルビン酸４０．２０ｋｇ（関東化学（株）製、試薬）
分散剤：ポリビニルアルコール（ＰＶＡ）３．５２ｋｇ（（株）クラレ製、ＰＶＡ２０５
）
を、３６℃に保持した純水に溶解して還元剤溶液４４０Ｌとした。
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供給混合条件
　銀錯体を含む銀錯体溶液をチューブポンプ３０で２．７Ｌ／分の速度で供給管１１に、
還元剤溶液をチューブポンプ２０で０．９Ｌ／分の速度で供給管１２に送液した。このと
きの銀錯体を含む銀錯体溶液と還元剤溶液を混合した混合液中の銀濃度は４０ｇ／Ｌであ
り、銀に対する還元剤の化学当量は１．４である。
【０１１１】
［銀微粒子含有反応液生成工程］
　混合液が生成されてから受槽４０内へ投入されるまでの時間は１８秒であり、反応部の
排出口１５ａでの酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）は－３３ｍＶであった。
【０１１２】
［粒子成長工程］
　送液開始と同時に排気装置６０をアンモニアが銀粉製造装置の設置室内にこもらない程
度に起動し、及び攪拌設備４５を銀微粒子が沈降しない程度の回転数で起動した。送液開
始後１３分に排気装置６０を受槽液面４２近くに設置した酸化還元電位計と連動させ、当
該酸化還元電位計の測定値を－５５０ｍＶに保つように設定して稼動を開始し、攪拌設備
４５の回転数を銀微粒子が１分程度かけて液面に移動するような回転数に調整した。送液
開始後約１４分で反応槽内の液面が槽上端から１５０ｍｍに達した。この時点での受槽液
面４２近くの酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）が－５５８ｍＶであることが確認され
た。
【０１１３】
［スラリー回収工程、銀粉製造後工程］
　受槽４０の受槽液面４２から排出機構５０によりフィルタープレスに送液し、固液分離
を開始した。約４００分で銀錯体を含む銀錯体溶液と還元剤溶液の送液を終了した。続い
て、固液分離した銀粒子を０．０１ｍｏｌ／ＬのＮａＯＨ水溶液６８０Ｌ中に投入し、１
５分間撹拌した後、フィルタープレスで濾過して回収した。０．０１ｍｏｌ／ＬのＮａＯ
Ｈ水溶液への投入、撹拌、及び濾過からなる操作を更に２回繰返し、純水６８０Ｌ中への
投入、撹拌、及び濾過からなる操作を行った後、得られた銀粒子をステンレスパッドに移
し、真空乾燥機にて６０℃で１６時間乾燥して銀粉を得た。
【０１１４】
［実施例２］
　実施例２では実施例１と同じ装置を用いた。
【０１１５】
［混合液調整工程］
　ポンプ３０の送液速度を２．０Ｌ／分とした以外は実施例１と同様にした。このときの
銀錯体を含む銀錯体溶液と還元剤溶液を混合した混合液中の銀濃度は３６．８ｇ／Ｌであ
り、銀に対する還元剤の化学当量は１．９である。
【０１１６】
［銀微粒子含有反応液生成工程］
　混合液が生成されてから受槽４０内へ投入されるまでの時間は２２秒であり、反応部の
排出口１５ａでの酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）は－２９７ｍＶであった。
【０１１７】
［粒子成長工程］
　送液開始後１６分に排気装置６０を液面近くに設置した酸化還元電位計と連動させ、当
該酸化還元電位計の測定値を－５５０ｍＶに保つように設定して稼動を開始し、攪拌設備
４５の回転数を銀微粒子が１分程度かけて液面に移動するような回転数に調整した。送液
開始後約１７分で反応槽内の液面が槽上端から１５０ｍｍに達した。この時点での受槽液
面４２近くの酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）が－５５３ｍＶであることが確認され
た。
【０１１８】
［スラリー回収工程、銀粉製造後工程］
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スラリー回収工程、銀粉製造後工程は実施例１と同様に行い、銀粉を得た。
【０１１９】
［実施例３］
　実施例３では実施例１と同じ装置を用いた。
【０１２０】
［混合液調整工程］
　供給混合条件ポンプ３０の送液速度を３．１Ｌ／分とした以外は実施例１と同じ条件と
した。このときの銀錯体を含む銀錯体溶液と還元剤溶液を混合した混合液中の銀濃度は４
１．３g／Lであり、銀に対する還元剤の化学当量は１．２である。
【０１２１】
［銀微粒子含有反応液生成工程］
　混合液が生成されてから受槽４０内へ投入されるまでの時間は１６秒であり、反応部の
排出口１５ａでの酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）は－５ｍＶであった。
【０１２２】
［粒子成長工程］
　送液開始後１１分に排気装置６０を液面近くに設置した酸化還元電位計と連動させ、当
該酸化還元電位計の測定値を－５５０ｍＶに保つように設定して稼動を開始し、攪拌設備
４５の回転数を銀微粒子が１分程度かけて液面に移動するような回転数に調整した。送液
開始後約１２分で反応槽内の液面が槽上端から１５０ｍｍに達した。この時点での受槽液
面４２近くの酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）が－５４８ｍＶであることが確認され
た。
【０１２３】
［スラリー回収工程、銀粉製造後工程］
スラリー回収工程、銀粉製造後工程は実施例１と同様に行い、銀粉を得た。
【０１２４】
［実施例４］
　実施例４では実施例１と同じ装置を用いた。
【０１２５】
［混合液調整工程］
　混合液調整工程は実施例１と同様に行った。
【０１２６】
［銀微粒子含有反応液生成工程］
　混合液が生成されてから受槽４０内へ投入された時点での、反応部の排出口１５ａでの
酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）は－２８ｍＶであった。
【０１２７】
［粒子成長工程］
　送液開始後１３分に排気装置６０を液面近くに設置した酸化還元電位計と連動させ、当
該酸化還元電位計の測定値を－５１０ｍＶに保つように設定して稼動を開始した。送液開
始後約１４分で反応槽内の液面が槽上端から１５０ｍｍに達した時点での受槽液面４２近
くの酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）が－５０６ｍＶであることが確認された。
【０１２８】
［スラリー回収工程、銀粉製造後工程］
　スラリー回収工程、銀粉製造後工程は実施例１と同様に行い、銀粉を得た。
【０１２９】
［実施例５］
　実施例５では実施例１と同じ装置を用いた。
【０１３０】
［混合液調整工程］
　混合液調整工程は実施例１と同様に行った。
【０１３１】
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［銀微粒子含有反応液生成工程］
　混合液が生成されてから受槽４０内へ投入された時点での、反応部の排出口１５ａでの
酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）は－６７ｍＶであった。
【０１３２】
［粒子成長工程］
　送液開始後１３分に排気装置６０を液面近くに設置した酸化還元電位計と連動させ、当
該酸化還元電位計の測定値を－６１０ｍＶに保つように設定して稼動を開始した。送液開
始後約１４分で反応槽内の液面が槽上端から１５０ｍｍに達した時点での受槽液面４２近
くの酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）が－６１７ｍＶであることが確認された。
【０１３３】
［スラリー回収工程、銀粉製造後工程］
　スラリー回収工程、銀粉製造後工程は実施例１と同様に行い、銀粉を得た。
【０１３４】
［実施例６］
　実施例６では実施例１と同じ装置を用いた。
【０１３５】
［混合液調整工程］
　反応液調整工程
銀錯体を含む銀錯体溶液：
銀塩：塩化銀９０．００ｋg（住友金属鉱山（株）製、純度９９.９９９９％、水分率１５
．０１％）
錯体化溶液：２５％アンモニア水
を３６℃に保持しながら攪拌混合し、溶解して銀錯体を含む銀錯体溶液８２８Ｌを作製し
た。（銀に対して２３モル）
還元剤溶液：
実施例１と同じ条件で製造した。
供給混合条件
ポンプ３０の送液速度を２．１Ｌ／分とした以外は実施例１と同じ条件とした。
【０１３６】
［銀微粒子含有反応液生成工程］
　混合液が生成されてから受槽４０内へ投入された時点での、反応部の排出口１５ａでの
酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）は－５３ｍＶであった。
【０１３７】
［粒子成長工程］
　送液開始後１３分に排気装置６０を液面近くに設置した酸化還元電位計と連動させ、当
該酸化還元電位計の測定値を－５５０ｍＶに保つように設定して稼動を開始した。送液開
始後約１４分で反応槽内の液面が槽上端から１５０ｍｍに達した時点での受槽液面４２近
くの酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）が－５６２ｍＶであることが確認された。
【０１３８】
［スラリー回収工程、銀粉製造後工程］
　スラリー回収工程、銀粉製造後工程は実施例１と同様に行い、銀粉を得た。
【０１３９】
［実施例７］
　実施例７では実施例１と同じ装置を用いた。
【０１４０】
［混合液調整工程］
　銀錯体を含む銀錯体溶液：
銀塩：塩化銀９０．００ｋg（住友金属鉱山（株）製、純度９９.９９９９％、水分率１５
．０１％）
錯体化溶液：２５％アンモニア水
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を３６℃に保持しながら攪拌混合し、溶解して銀錯体を含む銀錯体溶液３５２１Ｌを作製
した。（銀に対して７５モル）
還元剤溶液：
実施例１と同じ条件で製造した。
供給混合条件
ポンプ３０の送液速度を６．８Ｌ／分とした以外は実施例１と同じ条件とした。
【０１４１】
［銀微粒子含有反応液生成工程］
　混合液が生成されてから受槽４０内へ投入された時点での、反応部の排出口１５ａでの
酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）は－４２ｍＶであった。
【０１４２】
［粒子成長工程］
　送液開始後約１４分で反応槽内の液面が槽上端から１５０ｍｍに達した時点での受槽液
面４２近くの酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）が－５４８ｍＶであることが確認され
た。
【０１４３】
［スラリー回収工程、銀粉製造後工程］
　スラリー回収工程、銀粉製造後工程は実施例１と同様に行い、銀粉を得た。
【０１４４】
［実施例８］
　混合部１３について、銀錯体を含む銀錯体溶液の供給管１１と還元剤溶液の供給管１２
の結合部から流路１４の混合部１３までをガラス製の同芯管とした以外は実施例１と同じ
である。
【０１４５】
［混合液調整工程］
　銀錯体を含む銀錯体溶液：
実施例１と同じ条件で製造した。
還元剤溶液：
還元剤：アスコルビン酸４０．２０ｋｇ（関東化学（株）製、試薬）
分散剤：ポリビニルピロリドン３．５２ｋｇ（（（株）ＩＳＰ製、Ｋ１５）
を、３６℃に保持した純水に溶解して還元剤溶液４４０Ｌとした。
供給混合条件
実施例１と同じ条件とした。
【０１４６】
［銀微粒子含有反応液生成工程］
　混合液が生成されてから受槽４０内へ投入された時点での、反応部の排出口１５ａでの
酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）は－２５ｍＶであった。
【０１４７】
［粒子成長工程］
　送液開始後約１４分で反応槽内の液面が槽上端から１５０ｍｍに達した時点での受槽液
面４２近くの酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）が－５５１ｍＶであることが確認され
た。
【０１４８】
［スラリー回収工程、銀粉製造後工程］
　スラリー回収工程、銀粉製造後工程は実施例１と同様に行い、銀粉を得た。
【０１４９】
［実施例９］
　混合部１３について、銀錯体を含む銀錯体溶液の供給管１１と還元剤溶液の供給管１２
の結合部から流路１４の混合部１３までをガラス製の同芯管とした以外は実施例１と同じ
である。
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【０１５０】
［混合液調整工程］
　銀錯体を含む銀錯体溶液：
実施例１と同じ条件で製造した。
還元剤溶液：
還元剤：アスコルビン酸４０．２０ｋｇ（関東化学（株）製、試薬）
分散剤：なし
を、３６℃に保持した純水に溶解して還元剤溶液４４０Ｌとした。
供給混合条件
実施例１と同じ条件とした。
【０１５１】
［銀微粒子含有反応液生成工程］
　混合液が生成されてから受槽４０内へ投入された時点での、反応部の排出口１５ａでの
酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）は－２２ｍＶであった。
【０１５２】
［粒子成長工程］
　送液開始後約１４分で反応槽内の液面が槽上端から１５０ｍｍに達した時点での受槽液
面４２近くの酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）が－５５３ｍＶであることが確認され
た。
【０１５３】
［スラリー回収工程、銀粉製造後工程］
　スラリー回収工程、銀粉製造後工程は実施例１と同様に行い、銀粉を得た。
【０１５４】
［比較例１］
［混合液調整工程］
　銀錯体を含む銀錯体溶液、還元剤溶液は実施例１と同じ条件で製造した。
供給混合条件
ポンプ３０の送液速度を１．４Ｌ／分とした以外は実施例１と同様にした。このときの銀
錯体を含む銀錯体溶液と還元剤溶液を混合した混合液中の銀濃度は３２．５ｇ／Ｌであり
、銀に対する還元剤の化学当量は２．７である。
【０１５５】
［銀微粒子含有反応液生成工程］
　銀微粒子含有反応液受槽投入工程混合液が生成されてから受槽４０内へ投入されるまで
の時間は２８秒であり、反応部の排出口１５ａでの酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）
は－３２０ｍＶであった。
【０１５６】
［粒子成長工程］
　送液開始後２１分に排気装置６０を液面近くに設置した酸化還元電位計と連動させ、当
該酸化還元電位計の測定値を－５５０ｍVに保つように設定して稼動を開始し、攪拌設備
４５の回転数を銀微粒子が１分程度かけて液面に移動するような回転数に調整した。送液
開始後約２２分で反応槽内の液面が槽上端から１５０ｍｍに達した。この時点での受槽液
面４２近くの酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）が－５６１ｍＶであることが確認され
た。
【０１５７】
［スラリー回収工程、銀粉製造後工程］
　スラリー回収工程、銀粉製造後工程は実施例１と同様に行い、銀粉を得た。
【０１５８】
［比較例２］
［混合液調整工程］
　銀錯体を含む銀錯体溶液、還元剤溶液は実施例１と同じ条件で製造した。
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供給混合条件
ポンプ３０の送液速度を１．４Ｌ／分とし、ポンプ２０の送液速度を０．５Ｌ／分とした
。このときの銀錯体を含む銀錯体溶液と還元剤溶液を混合した混合液中の銀濃度は３７．
３ｇ／Ｌであり、銀に対する還元剤の化学当量は１．５である。
【０１５９】
［銀微粒子含有反応液生成工程］
　混合液が生成されてから受槽４０内へ投入された時点での、反応部の排出口１５ａでの
酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）は－３１５ｍＶであった。
【０１６０】
［粒子成長工程］
　送液開始後１３分に排気装置６０を液面近くに設置した酸化還元電位計と連動させ、当
該酸化還元電位計の測定値を－３５０ｍＶに保つように設定して稼動を開始した。送液開
始後約１４分で反応槽内の液面が槽上端から１５０ｍｍに達した時点での受槽液面４２近
くの酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）が－３５４ｍＶであることが確認された。
【０１６１】
［スラリー回収工程、銀粉製造後工程］
　スラリー回収工程、銀粉製造後工程は実施例１と同様に行い、銀粉を得た。
【０１６２】
［比較例３］
［混合液調整工程］
　銀錯体を含む銀錯体溶液、還元剤溶液は実施例１と同じ条件で製造した。
供給混合条件
ポンプ３０の送液速度を１．４Ｌ／分とし、ポンプ２０の送液速度を０．５Ｌ／分とした
。このときの銀錯体を含む銀錯体溶液と還元剤溶液を混合した混合液中の銀濃度は３７．
３ｇ／Ｌであり、銀に対する還元剤の化学当量は１．５である。
【０１６３】
［銀微粒子含有反応液生成工程］
　混合液が生成されてから受槽４０内へ投入された時点での、反応部の排出口１５ａでの
酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）は－３１９ｍＶであった。
【０１６４】
［粒子成長工程］
　送液開始後１３分に排気装置６０を液面近くに設置した酸化還元電位計と連動させ、当
該酸化還元電位計の測定値を－６３０ｍＶに保つように設定して稼動を開始した。送液開
始後約１４分で反応槽内の液面が槽上端から１５０ｍｍに達した時点での受槽液面４２近
くの酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）が－６２８ｍＶであることが確認された。
【０１６５】
［スラリー回収工程、銀粉製造後工程］
　スラリー回収工程、銀粉製造後工程は実施例１と同様に行い、銀粉を得た。
【０１６６】
［比較例４］
［混合液調整工程］
銀錯体を含む銀錯体溶液：
銀塩：塩化銀９０．００ｋg（住友金属鉱山（株）製、純度９９.９９９９％、水分率１５
．０１％）
錯体化溶液：２５％アンモニア水
を３６℃に保持しながら攪拌混合し、溶解して銀錯体を含む銀錯体溶液６８４Ｌを作製し
た。（銀に対して１９モル）
還元剤溶液：
実施例１と同じ条件で製造した。
供給混合条件
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ポンプ３０の送液速度を２．１Ｌ／分とした以外は実施例１と同様にした。このときの銀
錯体を含む銀錯体溶液と還元剤溶液を混合した混合液中の銀濃度は３０．４ｇ／Ｌであり
、銀に対する還元剤の化学当量は１．８である。
【０１６７】
［銀微粒子含有反応液生成工程］
　混合液が生成されてから受槽４０内へ投入された時点での、反応部の排出口１５ａでの
酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）は－３１２ｍＶであった。
【０１６８】
［粒子成長工程］
　排気装置を稼動せずに反応させた。送液開始後約１９分で反応槽内の液面が槽上端から
１５０ｍｍに達した時点での受槽液面４２近くの酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）が
－３１２ｍＶであることが確認された。
【０１６９】
［スラリー回収工程、銀粉製造後工程］
　スラリー回収工程、銀粉製造後工程は実施例１と同様に行い、銀粉を得た。
【０１７０】
［比較例５］
　比較例５では、反応部を直径８０ｃｍの円形に丸め、螺旋形状に設置し１０ｍのビニー
ルホースとした。また受槽の底部の傾斜を設けなかった、さらに受槽の頂部に排気機構を
設けなかった。他は実施例１と同様とした。
【０１７１】
［混合液調整工程］
　銀錯体を含む銀錯体溶液、還元剤溶液は実施例１と同じ条件で製造した。
供給混合条件
ポンプ３０の送液速度を１．４Ｌ／分とし、ポンプ２０の送液速度を０．５Ｌ／分とした
。このときの銀錯体を含む銀錯体溶液と還元剤溶液を混合した混合液中の銀濃度は３７．
３ｇ／Ｌであり、銀に対する還元剤の化学当量は１．５である。
【０１７２】
［銀微粒子含有反応液生成工程］
　混合液が生成されてから受槽４０内へ投入された時点での反応部の排出口１５ａでの酸
化還元電位（銀／塩化銀電極基準）は－３２１ｍＶであった。
【０１７３】
［粒子成長工程］
　送液開始後１３分に排気装置６０を液面近くに設置した酸化還元電位計と連動させ、当
該酸化還元電位計の測定値を－５５０ｍＶに保つように設定して稼動を開始した。送液開
始後約１４分で反応槽内の液面が槽上端から１５０ｍｍに達した時点での受槽液面４２近
くの酸化還元電位（銀／塩化銀電極基準）が－５３８ｍＶであることが確認された。
【０１７４】
［スラリー回収工程、銀粉製造後工程］
　スラリー回収工程、銀粉製造後工程は実施例１と同様に行い、銀粉を得た。
【０１７５】
［評価方法］
　上記の実施例及び比較例で得られた銀粉の球状性はFE-SEM（日立製作所製、型式Ｓ－４
７００）を用いて２００００倍で観察した像の中の任意の１０００個の粒子について、画
像処理ソフトMac-View（MOUNTECH社製）を用いて測定した各粒子のアスペクト比を用いて
評価した。アスペクト比（長径/短型）が１．５を超える粒子の数が２００を超えれば×
、２００以下であれば○、５０以下であれば◎とした。
【０１７６】
　銀粉の分散性は、上記Mac-Viewで測定した各粒子の長径と短径の平均値をSEM径とし、M
ICROTRAC（登録商標）（日機装製、型式HRA　９３２０Ｘ－１００）を用いて測定した、
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体積分布でのＤ５０をMICROTRAC径としたときのMICROTRAC径/ SEM径を用いて評価した。M
ICROTRAC径/ SEM径が２以上であれば×、１．８～２であれば○、１～１．８であれば◎
とした。また、以上の実施例と比較例の条件と結果を表１及び表２に示す。
【０１７７】
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【０１７８】
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【表２】

【０１７９】
　全ての実施例は、球状性が○～◎となり良好な結果が得られた。また、全ての実施例に
おいて、流路１４に詰まりは見られず、得られた銀粉の重量より換算した銀の還元率は、
実施例４のみ９９．９％で実施例４以外は１００％となった。また、銀粉中の塩素濃度は
実施例１～８がそれぞれ順に、１７、２９、２１、１３、１１、２２、９、２８、２６ｐ
ｐｍと全てにおいて３０ｐｐｍ未満となった。
【０１８０】
　一方、比較例１及び比較例４の球状性は×であった。また、比較例２及び比較例４の銀
の還元率はそれぞれ、８７．７％、７２．２％と低い数値となった。さらに比較例３及び
比較例４の塩素濃度は、３０ｐｐｍを超えた数値であり、それぞれ３１ｐｐｍ、６８ｐｐ
ｍと高い数値となった。比較例５では反応管の詰まりが発生し、稼働を停止した。
【０１８１】
　よって本発明の一実施形態に係る銀粉の製造方法及び銀粉の製造装置は、上記のとおり
粒度分布が狭く、分散性が高い銀粉を低コストで製造できた。
【０１８２】
　なお、上記のように本発明の各実施形態及び各実施例について詳細に説明したが、本発
明の新規事項及び効果から実体的に逸脱しない多くの変形が可能であることは、当業者に
は、容易に理解できるであろう。従って、このような変形例は、全て本発明の範囲に含ま
れるものとする。
【０１８３】
　例えば、明細書又は図面において、少なくとも一度、より広義又は同義な異なる用語と
共に記載された用語は、明細書又は図面のいかなる箇所においても、その異なる用語に置
き換えることができる。また、銀粉の製造方法及び銀粉の製造装置の構成、動作も本発明
の各実施形態及び各実施例で説明したものに限定されず、種々の変形実施が可能である。
【符号の説明】
【０１８４】
　Ｓ１　混合液調整工程　Ｓ２　銀微粒子含有反応液生成工程　Ｓ３　粒子成長工程　Ｓ
４　銀粒子スラリー回収工程　Ｓ５　銀粉製造後工程
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１１　供給管　１２　供給管　１３　混合部　１４　流路　１５　反応部　１５ａ　反応
部の排出口　２０　ポンプ　３０　ポンプ　４０　受槽　４０ｂ　受槽の底部　４２　受
槽液面　４５　攪拌設備　５０　排出機構　６０　排気機構　７０　調節機構　８０　酸
化還元測定装置　９０　固液分離機構部　１００　銀粉の製造装置

【図１】 【図２】
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